
 

 京都市上下水道局職員徽章に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和５年３月３１日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 吉川 雅則   

京都市上下水道局管理規程第１４号 

   京都市上下水道局職員徽章に関する規程の一部を改正する規程 

 京都市上下水道局職員徽章に関する規程の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（この規程の目的） 

第１条 この規程は、別に定めがあるもの

のほか、上下水道局職員徽章（以下「徽

章」という。）の制式、着用その他その

取扱について必要な事項を定めることを

目的とする。 

（徽章の制式） 

第２条 徽章の制式は次のとおりとする。 

（略） 

 

（職員の定義） 

第３条 この規程において職員とは、上下

水道局（以下「局」という。）に勤務す

る企業職員で常時勤務を要する者（臨時

に任用された職員を除く。）及び地方公

務員法第２８条の５第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員をいう。 

 

 

（徽章の貸与） 

第５条 徽章は職員に貸与する。 

 

（この規程の目的） 

第１条 この規程は、別に定めがあるもの

のほか、上下水道局職員徽章（以下「徽

章」という。）の制式、着用その他その

取扱いについて必要な事項を定めること

を目的とする。 

（徽章の制式） 

第２条 徽章の制式は、次のとおりとす

る。 

（略） 

（職員の定義） 

第３条 この規程において職員とは、上下

水道局（以下「局」という。）に勤務す

る企業職員で常時勤務を要する者（臨時

に任用された職員を除く。）及び京都市

職員の定年等に関する条例第１２条の規

定により採用された職員（以下「定年前

再任用短時間勤務職員」という。）をい

う。 

（徽章の貸与） 

第５条 徽章は、職員課長が職員に貸与す

る。 



 

（徽章の返納） 

第６条 職員がその資格を失ったときは、

速やかに徽章を返納しなければならな

い。 

（徽章の紛失） 

第７条 徽章を紛失したときは、速やかに

所属長を経由して管理者に再貸与の申請

を行わなければならない。 

 

（補則） 

第９条 この規程実施のための手続その他

必要な事項は職員課長が定める。 

（徽章の返納） 

第６条 職員が退職等により職員でなくな

ったときは、速やかに、徽章を職員課長

に返納しなければならない。 

（徽章の再貸与） 

第７条 職員は、貸与された徽章を損傷又

は紛失したときは、速やかに、職員課長

に再貸与の申請を行わなければならな

い。 

（補則） 

第９条 この規程の実施のための手続その

他必要な事項は、職員課長が定める。 
  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備等に関する条例（令和４年１２月２３日京都市条例第２５号）附則第９条第

１項又は第２項の規定により採用された職員をいう。）は、定年前再任用短時間勤務

職員とみなして、この規程による改正後の京都市上下水道局職員徽章に関する規程の

規定を適用する。 

（上下水道局総務部職員課） 


